
様式第３号(第６条関係) 

真庭市スポーツ･文化人材バンク取消届 

 
 

   真庭市長  様 

                             

申請者                      

                            住所 

 

 真庭市スポーツ・文化人材バンクの登録内容について、以下の理由により取消したいため、

真庭市スポーツ･文化人材バンク登録制度設置規程第６条に基づき、届け出ます。 

 

【 取消理由 】 

 

 

 

 


